
別表１ 別表２ 別表３
世帯人員 世帯人員
３人以下 １人

４人 ２人
５人 ３人
６人 ４人

７人以上 ５人

６人

７人以上

◇問い合わせ先
◆京都府立乙訓高等学校事務室（℡　０７５－９５１－１００８）
◆京都府教育庁高校教育課修学支援係（℡　０７５－５７４－７５１６）

　
　 　　　　多額の通学費を負担されている家庭に通学費の一部を補助する府の制度です。
　 　　　　所得と実際に支払っている通学費の２つの要件がありますので、下記の内容をよく読んでおいてください。
　　　　　 申請に必要な書類は６月頃に配布する予定です。申請する場合は定期券のコピーや回数券の領収書を
　　　　　 保管しておいてください。ICOCA・PiTaPa定期券は、購入するたび上書きされるので、必ずコピーを取って
　　　　　 おいてください。

高 等 学 校 生 徒 通 学 費 補 助 金

３，５９０，０００円

所得基準額

４，０６０，０００円

生徒本人と生計を一にする
世帯全体の住民税の所得
割額が非課税の方

※住民税所得割額
＝市町村民税所得割＋道
府県民税所得割

４，０６０，０００円＋
４７０，０００円/１人増

所得基準額

○上記の所得金額に次のそれぞれの
額を加算
した額となります。
１　母子・父子世帯　２８０，０００円
２　障碍者１人につき　３２０，０００円
３　長期療養者で療養のために経済
的な特別な支出をされている場合は、
その金額

６，８４９，０００円
７，０６２，０００円
７，２７５，０００円
７，４８８，０００円

７，４８８，０００円＋
２１３，０００円/１人増

１，４６０，０００円
２，０６０，０００円
２，７６０，０００円
３，２３０，０００円

通学定期券もしくは回数券の金額が１ヶ月あたり１０，０００円を超えていますか？

＜例＞３ヶ月定期券 山科駅～長岡京駅（１９，２６０円）を購入している場合

１９，２６０円÷３ヶ月＝６，４２０円 となります。

ＹＥＳ
ＮＯ 申請できません

生徒本人と生計を一にする世帯全体の所得は以下の別表１～３にあてはまりますか？

※令和６年度（令和５年分所得）の市町村長の発行する課税（所得）証明書等で確認してください。

＜例＞４人世帯で所得額が３，０００，０００円→別表２に当てはまります。

生活保護法による生業扶助（通学のための交通費）を受給されていますか？

NO
申請できません

１ヶ月の通学定期券もしくは

回数券の金額が

２２，１００円 を超えて

いますか？

１ヶ月の通学定期券もしくは

回数券の金額が

１７，０００円 を超えて

いますか？

１ヶ月の通学定期券もしくは

回数券の金額が

１０，０００円 を超えて

いますか？

ＹＥＳ

ＹＥＳ

申請できます 申請できません

ＮＯ ＮＯＹＥＳ ＹＥＳ ＮＯ

申請できます 申請できません 申請できます 申請できません

ＮＯ

申請

できま

せん


